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１ 会館の使用料は、原則として使用する当日までに納入してください。 

ただし、当日納入が困難な場合は、口座振替等の方法により、使用後１４日 
以内に納入をお願いします。 

 
２ 空調設備（冷暖房）を使用される場合は、使用料とは別に空調代の納入を 
 お願いします。 
 
３ 会館を使用したときは、使用した器具等は原状に復帰し、清掃のうえ受付へ

連絡し退出してください。 
 
４ 飲食物を供する場合は、事前に申し出をして、許可を受けてください。 
 
５ 喫煙について 
  会館内及び敷地内は禁煙となっておりますので、喫煙はご遠慮くださるよ

うお願いします。 
 
６ キャンセル料について 
  取消しの場合、使用日の２日前までは無料、使用日の１日前までは使用料 

の半額、使用日の当日は使用料の全額を申し受けます。 
 
７ 使用者が会館の設備等を破損し又は滅失したときは、その損害を賠償して 

いただくことになります。 


